
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05ha 未満 
(500m2) 

0.05ha 以上 0.1ha 未満 

(500m2)   (1000m2) 

 

0.1ha 以上 1.0ha 未満 
(1000m2)   (10000m2) 

1.0ha 以上 
(10000m2) 

（申請対象外） 
各戸貯留又は浸透

施設等の設置に努

める 

（法・県条例申請対象） 

・法、県条例ともに、申

請書類を提出 

・法申請は「法の手引き

※1」を参照 

・県条例については、埼

玉県と協議 施設規模(基準)の設定 
必要対策量：500m3/ha 

許容放流量：0.05m3/s/ha 

施設規模(基準)の設定※2 
【条例】 

必要対策量：500m3/ha 

許容放流量：0.05m3/s/ha 

【法】 

必要対策量：（計算値） 

許容放流量：（計算値） 

・法手続き※1 の「事前相談

チェックシート」により

法と条例を比較し、必要

対策量の大きい方、許容

放流量の小さい方を選定 

平面貯留式 地下貯留方式 

（平面貯留施設の設計） 
・必要対策量→容量確保 

・許容放流量→オリフィス径確認 

（地下貯留施設の設計） 
・必要対策量→容量確保 

・許容放流量→オリフィス径確認 

（ポンプ設置） 

承認（許可） 

開発面積の確認 

雨水流出抑制施設の設置検討 

（法・市条例申請対象） 
・法、市条例ともに、申請

書類を提出 

・法申請は「法の手引き※

1」を参照 

（市条例申請対象） 
・市条例の申請書類を 

提出 

（施設の形式選定）※3 

・原則、貯留施設とする 

・設置困難な場合に限り浸透施設を選定する 

※1：「特定都市河川浸水被害対

策法における雨水浸水阻害行為

の許可申請の手引き」を参照 

※2: 詳細については、本技術基

準の「施設規模の設定」を参照 

※3: 施設設計は法システムを用

いることも可能 

※4: 県協議が不要な場合、市条

例の申請手続きが必要 

計画書の提出 市条例：計画書の提出 

法：申請書の提出 

（法手続きの事前相談書の提出） 

・雨水浸透阻害行為面積が 

1,000m2 以上 

YES 

NO 県条例協議 

不要※4 
要 

法：特定都市河川 

浸水被害対策法 


